
くださること

を願います。



猫に関係する法令など猫に関係する法令など

講じなくてはなりません。

都が取り組む動物愛護管理に関する施策を具体的に取りまとめたもので、
都民、事業者、ボランティア・関係団体、区市町村など動物愛護管理に関わ
る様々な主体に共通の行動指針です。

（動物愛護推進員）

ことのできる人材を「動物

・令和４年６月1日から、猫の販売業者には環境省令に基づくマイクロチップの装着・登録が義  
務付けられています。また、登録された猫の所有者が変わる場合には、登録変更が必要です。

飼い主は、非常災害時等における動物の予期せぬ逸走等に備え、迷子札・マイクロチップ等を
常時装着し、飼育する動物の身元表示に努めなくてはなりません。また、迷子札・マイクロ
チップ等は容易に脱落又は消失するおそれの少ない方法で、動物の特性、飼養及び保管の
目的等に応じて、適切と考えられるものを選択してください。

東京都動物愛護管理推進計画（通称ハルスプラン）

進めています。



よろしくお願い
致します。

1回
を与えるだけだったり、管理能力以上の頭数の面倒を見たりすることは、飼い主のいない猫

「あなた方が餌を与えている猫が、私の敷地内でフンをする。」と言われる前に、積極的に
フンや尿、食べ残しなどを清掃し、近隣の理解を得られるように努力しましょう。

を

配慮しましょう。



しましょう。

※搬送した猫が手術済みであった場合は、（2）～（5）のうち必要な処置のみを受ける
　こともできます。

※手術をしなかった場合（上記（2）～（5）の処置のみ）は助成割合に関わらず費用は
　かかりません。



することはでき

独特の臭いがする物などを置くことによって、その場から猫を遠ざけることができま
す。ただし、猫により個体差があり、全て効果があるとは限りません。利用場所や、猫の
反応をみて試してください。
例：木酢液、竹酢液、食用酢、樟脳、柑橘類（皮など）、市販の忌避剤、超音波・ブザー

猫の被害を防ぐには5

野良猫を捕獲して欲しい、という要望を保健所に数多くいただきます。

相談センター
関する

ことによ
り、
餌場

歩み寄り、

困難です。時間がかかることもありますが、いま少しボランティアの努力に、ご理解とご協
力をお願いします。

みだりに殺傷することや遺棄することは禁じられています。



杉並区では、東京都獣医師会杉並支部の協力を得て、飼い主のいない猫の不妊去勢
手術等に係る費用の助成を平成16年度から実施しています。この制度をボランティア
の方々にご活用いただくことで、これまでに多数の猫の繁殖抑制を行ってきました。
その結果、杉並区から東京都に引き取られる猫の頭数や、清掃事務所が回収する飼い
主不明の猫の死体数が少しずつ減ってきています。

不妊去勢手術費の助成1

杉並区では、飼い主のいない猫の見守りをするボランティアのグループ登録制度を実
施しています。登録したグループには「登録証」と「腕章」を配布しており、助成制度を
利用する際に申請から承認までの手続きが簡略化されるとともに、無料で不妊去勢手
術等が受けられる優先枠が付与されます。

猫を見守るボランティアグループ登録制度2

飼い主のいない猫の世話を始める方や、不妊去勢手術の進め方等でお困りの方に、区
が委嘱する動物ボランティア「杉並どうぶつ相談員」を紹介し、活動の支援を行ってい
ます。ただし、活動の主体はあくまで「猫のお世話をする方」であり、相談員は飼養、捕
獲、保護等の方法に関する助言や説明（必要に応じ実演）を行います。

杉並どうぶつ相談員による活動支援3

杉並区の取り組み杉並区の取り組み

平成19年10月作成
令和  6年11月改訂

過去10年間の助成実績　　　　　　　　　（頭）

※杉並区では、手術と同時に猫3種ワクチン接種・寄生虫駆除・耳
カット・マイクロチップ挿入を行い、その費用も助成しています。
上表の「手術済み」は、動物病院へ搬送後に手術済みであることが
判明した猫に対し、ワクチン接種等の処理のみを行った頭数です。

（事業の詳細は、③ページを参照してください）
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